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（2） 
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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人ビジネス機械・情報システム産業協

会（JBMIA），独立行政法人産業技術総合研究所（AIST）及び財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標

準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業

大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS X 8341 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 8341-1 第 1 部：共通指針 

JIS X 8341-2 第 2 部：情報処理装置 

JIS X 8341-3 第 3 部：ウェブコンテンツ 

JIS X 8341-4 第 4 部：電子通信機器 

JIS X 8341-5 第 5 部：事務機器 

JIS X 8341-6 第 6 部：対話ソフトウェア（予定） 

JIS X 8341-7 第 7 部：アクセシビリティ設定 
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序文 

この規格は，2009 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 24786 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，アクセシビリティ設定のユーザインタフェースを，高齢者，障害者及び一時的な障害をも

つ人々を含む，多くの利用者にとってアクセシブルにするための推奨事項及び要求事項について規定する。

この規格は，アクセシビリティ設定の詳細な指針を提供する。この規格は，アクセシビリティ設定モード

のアクセス及び操作方法，並びに特定のアクセシビリティ機能を直接起動する方法を規定する。 

 

この規格は，コンピュータで用いる全てのオペレーティングシステムのユーザインタフェースに適用す

るが，他の形式の情報通信技術にも適宜適用可能である。 

この規格は，オペレーティングシステムが読み込まれて起動する前のユーザインタフェースには適用し

ない。 

注記 1 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 24786:2009，Information technology－User interfaces－Accessible user interface for 

accessibility settings（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”

ことを示す。 

注記 2 この規格では，コンピュータのユーザインタフェースに対する要求事項又は推奨事項を，単

にコンピュータに対する要求事項又は推奨事項として記述することがある。 

2 適合性 

コンピュータが，箇条 5 に規定する全ての要求事項及び推奨事項を満たしている場合，そのコンピュー

タは JIS X 8341-7 レベル 2 に適合する。 

コンピュータが，箇条 5 に規定する要求事項を全て満たしてはいるが，箇条 5 に規定する推奨事項の全


